
 

 

ひもろぎケアサービス重要事項説明書 

障害福祉サービス（居宅介護・重度訪問介護）    令和６年４月１日現在 

 

１．事業者の概要 

事 業 者 名 称 ひもろぎケアサービス 

所 在 地 福島県白河市関辺川前88 

法 人 種 別 医療法人社団 慈泉会 

代 表 者 名 理事長 渡部 真樹 

居 宅 介 護 事 業 

重度訪問介護事業 

福島県指定第０７１０３０００２１－１１号 

福島県指定第０７１０３０００２１－１２号 

同一法人で提供

するサービス 

介護老人保健施設・短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

訪問リハビリテーション・訪問介護事業・介護予防訪問介護事業 

居宅介護支援事業・地域包括支援センター 

事業の実施地域 白河市・西白河郡町村 

 

２．事業の目的と運営方針 

事業の目的 

ひもろぎケアサービス（以下事業所という）は、居宅で生活する利用者とその家族

に対し、居宅介護サービスを提供することにより、可能な限り自立した生活を維持

できるように支援する。 

上記の目的を達成するために、指定居宅介護事業の適正な運営を確保し、人員及び

管理運営に関する事項を定め、事業所の居宅介護員が、利用者に対し適正な居宅介

護を提供することを目的とする。 

運営の方針 

-1.利用者及びその家族の様々なニーズに対応しつつ、その利用者が有する能力に

応じて自立した日常生活を営むことができるように、身体介護・家事援助・日常

生活支援・移動介護、その他生活全般にわたる援助を適切に行う。 

-2.利用者の人格を専重し、常に利用者の立場に立ったサービスを提供する。 

-3.介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行うとと

もに、提供する介護の質の評価を行い、常にその改善を図る。 

-4. 地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅支援事業者その他の保健医療サ

ービス及び福祉サービスを提供する者と連携を図り、総合的なサービスの提供に

努める。 

-5. 利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の

整備を行い、従業員に対し、研修を実施する等の措置を講じるように努める。 

 

３．営業時間 

営業日 年中無休 

営業時間 午前８時００分～午後６時００分 

その他 利用者希望により早朝・夜間のサービスも行います。 

 

４．職員体制 

 事業所の従業者の職種 員 数 

管 理 者（介護福祉士） 1 名 

サービス提供責任者（介護福祉士） 1名以上 

居宅訪問介護員（介護福祉士） 1名以上 



 

※当事業所では、利用者に対して指定訪問介護、指定居宅介護、指定重度訪問介護を提供す

る職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

５. 当事業所が提供するサービスと利用料金 

（１）「居宅介護等計画」とサービス内容 

当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」を定めて、サービスを提供します。

「居宅介護等計画」は、市町村が決定した「支給量」と利用者の意向や心身の状況を踏まえて、

具体的なサービス内容や利用者に対するサービス実施日などを記載しています。「居宅介護計

画」は、利用者や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに交付いたします。また、利用

者の申し出によりいつでも見直すことができます。 

<サービス区分及びサービス内容>  

Ⅰ 居宅介護  

① 身体介護（ご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事などの介助をします。）  

○入浴介助・清拭・洗髪…入浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを行います。  

○排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を行います。  

○食事介助…食事の介助を行います。  

○衣服の着脱の介助…衣服の着脱の介助を行います。  

○通院等の介助…通院の介助を行います。  

○その他必要な身体介護を行ないます。 ※ 医療行為はいたしません。  

 

② 家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの生活の援助を行います。） 

○調理…利用者の食事の用意を行います。  

○洗濯…利用者の衣類等の洗濯を行います。  

○掃除…利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。  

○買い物…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。  

○その他関係機関への連絡など必要な援助を行います。  

※ 預貯金の引き出しや預け入れは行いません。（預貯金通帳・カードはお預かりできません。）  

※ 利用者以外の方の調理や洗濯、利用者以外の家族の居室や庭等の敷地の掃除は原則として

行いません。  

 

③日常生活支援（身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を支援します。）  

（脳性まひなどの全身性障害がある方など日常生活全般に常時の支援を要する方を対象としたサ

ービスです。）  

身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。  

 

④その他、必要に応じて健康や日常生活上の状況をお伺いし、生活上のご相談や助言を行います。 

Ⅱ 外出介護（通院や外出の介助を行います。）  

（視覚障害がある方及び脳性まひなどの全身性障害がある方など屋外での移動に著しい制限のあ

る方を対象としたサービスです。）  

官公庁や銀行等の公共機関への用務など社会生活上不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のた

めの外出の援助を行います。  

※ １日の範囲内で用務を終えるものを原則とし、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、

通年かつ長期にわたる外出の介助はいたしません。 

Ⅲ 重度訪問介護 

（重度の肢体不自由者の方で日常生活全般に常時の支援を要する方を対象としたサービスです。）  

身体介護、家事援助、見守り等を行います。具体的な内容は、身体介護、家事援助と同様です。 

 

 

（２）利用者負担額 

上記サービスの利用に対しては、通常９割が介護給付費の給付対象となります。事業者が介

護給付費を代理受領する場合には、利用者は、利用者負担分としてサービス料金の１割（定率

負担）を事業者にお支払いいただきます。個別減免が適用される場合には、減免後の金額とな

ります。  



 

 

 

【料金表】居宅介護（特定事業所加算Ⅱ+処遇改善加算Ⅰ41.7％を算定した場合） 

                        自己負担計算例 ((2560+256)×1.417)÷10≒399 

 サービス提供時間 利用料 自己負担額 

身体介護 

３０分未満 ２，５６０円 ３９９円 

３０分以上１時間未満 ４，０４０円 ６３０円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８７０円 ９１５円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，６９０円 １，０４３円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，５４０円 １，１７５円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，３７０円 １，３０５円 

３時間以上 ９，２１０円 １，４３６円 

以降３０分を増すごと ８３０円 １２９円 

 

 

 

通院等介助 

（身体介護    

あり） 

３０分未満 ２，５６０円 ３９９円 

３０分以上１時間未満 ４，０４０円 ６３０円 

１時間以上１時間３０分未満 ５，８７０円 ９１５円 

１時間３０分以上２時間未満 ６，６９０円 １，０４３円 

２時間以上２時間３０分未満 ７，５４０円 １，１７５円 

２時間３０分以上３時間未満 ８，３７０円 １，３０５円 

３時間以上 ９，２１０円 １，４３６円 

以降３０分を増すごと ８３０円 １２９円 

家事援助 

３０分未満 １，０６０円 １６５円 

３０分以上４５分未満 １，５３０円 ２３９円 

４５分以上１時間未満 １，９７０円 ３０７円 

１時間以上１時間１５分未満 ２，３９０円 ３７３円 

１時間１５分以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ４２９円 

１時間３０分以上 ３，１１０円 ４８５円 

以降１５分を増すごと ３５０円 ５５円 

通院等乗降介助 １，０２０円 １５９円 

通院等介助 

（身体介護 

   なし） 

３０分未満 １，０６０円 １６５円 

３０分以上１時間未満 １，９７０円 ３０７円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７５０円 ４２９円 

１時間３０分以上 ３，４５０円 ５３８円 

以降３０分を増すごと ６９０円 １０８円 

その他の加算 

 

居 

宅 

介 

護 

 

（１）早朝（６時～８時）・夜間帯（１８時～２２時）は、25％加算 

深夜帯（２２時から翌朝６時まで）は、50％加算 

（２）下記の要件を満たし二人の訪問介護員により行なうサービス提供は200%加算 

①利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる

場合 

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③その他利用者の状況等から判断して①②に準じると認められる場合  

（３）特定事業所加算  

（Ⅰ）20％加算※要件（①～③の全てに適合） 

（Ⅱ）10％加算※要件（①及び②に適合） 

（Ⅲ）10％加算※要件（①及び③に適合） 

（Ⅳ） 5％加算※要件（①及び④に適合） 



 

 

 

 

 

居 

宅 

介 

護 

 

＜要件＞ 

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実施等） 

②訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が 30％以上、又は常勤職員による 

サービス提供時間割合が 40％以上であること 

③障害程度区分５以上の利用の割合が 30％以上であること 

④サービス提供責任者ごとに研修計画を作成・実施 

⑤次の掲げる基準によるサービス提供 

ア 利用者情報、留意事項伝達、会議の定期的開催 

イ サービス提供責任者が、利用者情報や留意事項を文書等により伝達、報告 

⑥健康診断等を定期的実施 

⑦緊急時等における対応方法を利用者に明示 

⑧新従業者に、熟練した従業者の同行研修の実施 

⑨常勤のサービス提供責任者が２人以下の事業所で、基準を上回る常勤サービス提供

責任者を１人以上配置 

⑩前３月間の利用者総数のうち、障害支援区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要

とする者の占める割合が５０％以上 

（４）初回加算 ２００円/月 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月

内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪

問介護を行う際に同行訪問した場合に算定 

（５）緊急時対応加算 １００円/１回（月２回まで） 

（６）利用者負担上限額管理加算 １５０円/1回（月１回まで） 

（７）福祉専門職員等連携加算 ５６４円／1回（初日～９０日間で３回限度） 

（８）特別地域加算 合計額より１５％増にて加算 

（９）処遇改善加算Ⅰ；【居宅介護】保険給付（全ての加算含む）合計額の41.7％を加算 

 

 

【料金表】重度訪問介護（自己負担額：特定事業所加算Ⅱ+処遇改善加算 34.3％を算定した場合） 

自己負担計算例 ((1860+186)×1.343)÷10≒275 

サービス提供時間 利用料 自己負担額 

１時間未満 １，８６０円 ２７５円 

１時間以上１時間３０分未満 ２，７７０円 ４０９円 

１時間３０分以上２時間未満 ３，６９０円 ５４５円 

２時間以上２時間３０分未満 ４，６１０円 ６８１円 

２時間３０分以上３時間未満 ５，５３０円 ８１７円 

３時間以上３時間３０分未満 ６，４４０円 ９５１円 

３時間３０分以上４時間未満 ７，３６０円 １，０８７円 

４時間以上８時間未満 ８，２１０円 １，２１３円 

４時間以上８時間未満(以降30分毎に850円) ８５０円 １２６円 

８時間以上１２時間未満 １５，０５０円 ２，２２３円 

８時間以上１２時間未満(以降30分毎に850円) ８５０円 １２６円 

１２時間以上１６時間未満 ２１，８４０円 ３，２２６円 

１２時間以上１６時間未満(以降30分毎に800円) ８１０円 １２０円 

１６時間以上２０時間未満 ２８，３４０円 ４，１８７円 

１６時間以上２０時間未満(以降30分毎に860円) ８６０円 １２７円 

２０時間以上２４時間未満 ３５，２００円 ５，２００円 

２０時間以上２４時間未満(以降30分毎に800円) ８００円 １１８円 

＊病院等に入院又は入所中の方に提供した場合も上記表の料金と同額 



 

 

 

 

その他の加算 

 

 

 

 

 

 

重 

 

度 

 

訪 

 

問 

 

介 

 

護 

 

 

 

 

 

（１）早朝（６時～８時）・夜間帯（１８時～２２時）は、25％加算 

深夜帯（２２時から翌朝６時まで）は、50％加算 

（２）下記の要件を満たし二人の訪問介護員により行なうサービス提供は200%加算 

①利用者の身体的理由により一人の訪問介護員等による介護が困難と認められる

場合 

②暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合 

③その他利用者の状況等から判断して①②に準じると認められる場合  

  ＊重度介護の場合において熟練従業者が同行し支援実施した場合は 170％加算 

（３）特定事業所加算（居宅介護のみ加算） 

【特定事業所加算（Ⅰ）】20％加算  ※要件（①～③のいずれにも適合） 

【特定事業所加算（Ⅱ）】10％加算  ※要件（①及び②のいずれにも適合） 

【特定事業所加算（Ⅲ）】10％加算  ※要件（①及び③のいずれにも適合） 
＜要件＞ 

①サービス提供体制の整備（研修の計画的実施等） 

②訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が 30％以上、又は常勤職員による 

サービス提供時間割合が 40％以上であること。 

③障害程度区分５以上の利用の割合が 30％以上であること。 

④サービス提供責任者ごとに研修計画を作成・実施。 

⑤次の掲げる基準によるサービス提供。 

ア 利用者情報、留意事項伝達、会議の定期的開催。 

イ サービス提供責任者が、利用者情報や留意事項を文書等により伝達、報告。 

⑥健康診断等を定期的実施。 

⑦緊急時等における対応方法を利用者に明示。 

⑧新従業者に、熟練した従業者の同行研修の実施。 

⑨常勤のサービス提供責任者が２人以下の事業所で、基準を上回る常勤サービス提供

責任者を１人以上配置。 

⑩前３月間の利用者総数のうち、障害支援区分４以上である者及び喀痰吸引等を必要

とする者の占める割合が５０％以上。 

（４）初回加算 ２００円/月 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月

内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪

問介護を行う際に同行訪問した場合に算定 

（５）利用者負担上限額管理加算 １５０円/回（月１回まで） 

（６）行動障害支援連携加算 ５８４円/回（３０日の間に１回を限度） 

（７）緊急時対応加算 １００円/１回（月２回まで） 

（８）移動介護緊急時支援加算 ２４０円/１日 

（９）特別地域加算 合計額より１５％増にて加算  

（１０）処遇改善加算Ⅰ；保険給付（全ての加算含む）合計額の34.3％を加算。 

＜利用者負担額の上限等について＞  

○ 介護給付費対象のサービス（ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイ）利用

者負担額は上限が定められています。  

 

＜償還払い＞  

○ 事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、介護給付費基準額の全額をいったんお

支払いいただきます。この場合、利用者に「サービス提供証明書」を交付します。（「サービ

ス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請すると介護給付費が支給され

ます。）  

 

（３）サービス利用にかかる実費負担額 



 

  サービス提供に要する下記の費用は、介護給付費支給の対象ではありませんので、実費をい

ただきます。  

① 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、ホームヘルパーが訪問するために事業

者の自動車を使用した場合の交通費は徴収しません。 

②「外出介護」や「通院介助」においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、

入場料、利用料等が必要な場合、その実費を徴収します。（サービスご利用時にその都度ご

負担いただきます。）  

 

＜サービス利用料金＞  

厚生労働大臣が定める所定のサービス利用料金から介護給付費の給付額を除いた金額（利用者

負担）をお支払いいただきます。（個別減免等の負担軽減措置については下記をご参照ください） 

 

＜利用者負担の減免について＞  

〔利用者負担に関する月額上限〕  

○ １ヶ月あたりのサービス利用にかかる「定率負担」については、所得に応じて下記の月額負

担額が設定されそれ以上の負担の必要はありません。  

区分 世帯の収入状況 １ヶ月あたりの負担上減額 

生活保護 生活保護受給世帯 ０円 

低所得 

市町村民税非課税世帯 

注 1）３人世帯で障害者基礎年金１級受給の場合、収

入が概ね 300万円以下の世帯 

０円 

一般１ 

市町村民税課税世帯（所得割 16万円未満） 

収入が概ね 600万円以下の世帯 
※入所施設利用者（20 歳以上）、グループホーム・ケアホーム利

用者を除く 

９，３００円 

一般２ 上記以外  ３７，２００円 

（４）利用者負担額のお支払方法 

利用者は、サービス対価として居宅介護計画に定める利用単価毎の料金をもとに計算された

月ごとの合計額を支払います。 

①事業者は、当月の料金の合計額の請求書に明細を付して、翌月の 10日までに利用者に送付し

ます。 

②利用者は請求額を請求月の末日までに、郵便局自動払込の方法で支払います。 

③事業者は、利用者から料金の支払いを受けたときは、領収証を発行します。 

④利用者は、サービスを実施するために必要な備品（水道・ガス・電気を含む）等の費用を負

担します。 

 

６．緊急時・事故発生時の対応方法 

（１）ご利用者に容体の変化等があった場合は､医師に連絡する等必要な処置を講ずるほか､ご家

族の方に速やかに連絡いたします｡ 

（２）万が一事故発生の場合は、速やかにご家族、保険者である市町村並びに県（保健福祉事務

所）に報告するとともに、書面による報告義務を課し台帳に記載します。 

（３）事故については、その原因究明に努めるとともに、事前に起こりうるリスクの確認を行な

い再発防止に努めます。 

 

７．サービス実施の記録について  

（１）サービス実施記録の確認  

本事業所では、サービス提供ごとに、実施日時及び実施したサービス内容などを記録し、

利用者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意見があればいつでもお申

し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、サービス提供日より２

年間保存します。  

（２）利用者の記録や情報の管理、開示について 



 

本事業所では、関係法令に基づいて、利用者の記録や情報を適切に管理し、利用者の求め

に応じてその内容を開示します。 

８．賠償責任について 

本事業者は、サービスの提供に伴って、事業者の責めに帰すべき事由により、利用者の生

命・身体・財産に損害を及ぼした場合はその損害を賠償します。 

利用者の責に帰すべき事由によって､当事業者が損害を被った場合には、利用者は､当事業者

に対して､その損害を賠償するものとします｡ 

 

９．緊急・苦情等の受付について 

（１）当事業所における緊急・苦情の受付及びサービス利用等のご相談 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなどサービス利用に関するご相

談、利用者の記録等の情報開示の請求、成年後見制度の利用の相談等は以下の専用窓口で受

け付けます。  

     

○緊急・苦情受付窓口（担当者） ［管理者］ 平賀 淳子 

○受付時間 ８時００分～１８時００分  

○電話番号 ０２４８－３１－８８４４ 

○携帯電話 ０９０－７３３０－４０３８（２４時間電話対応） 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

  お住まいの市町村保健福祉担当窓口に苦情やご意見を相談することもできます。 

例：白河市にお住まいの場合 

      

白河市社会福祉課障がい福祉係 

      ○受付時間 ８時３０分～１７時００分 

      ○電話番号 ０２４８－２２－１１１１（代） 

      

白河市地域包括支援センター 

      ○受付時間 ８時３０分～１７時１５分 

      ○電話番号 ０２４８－２１－０３３２（代） 

      

県南保健福祉事務所（健康福祉部保健福祉課） 

      ○受付時間 ８時３０分～１７時００分 

      ○電話番号 ０２４８－２２－５６４９（代） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


